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１ 監査の対象 

令和６年度、令和７年度下北地域広域行政事務組合の財務に関する事務の執

行状況について 

監査対象期間 令和６年４月１日から令和７年９月３０日まで 

（契約事務の執行状況については、令和６年度に契約締結し

たものから抽出し、審査対象とした。） 

 

２ 監査の実施期間 

令和７年８月２６日から令和８年１月２９日まで 

監査日程は、資料１のとおりである。 

 

３ 監査の対象部署 

むつ消防署 

大湊消防署 

 

４ 監査の着眼点 

本年度の監査は、次の事項に重点を置いた。 

⑴ 職員の配置状況 

⑵ 予算の執行状況 

⑶ 契約事務の執行状況 

⑷ 財産の管理状況 

 

５ 監査の目的及び方法 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、

かつ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化

に努めているか、下北地域広域行政事務組合監査基準に準拠して審査した。 

その方法としては、監査対象部署に対して資料の提出を求め、関係書類を審

査するとともに、事務の概要説明を求め、例月現金出納検査の結果も参考とし

た。また、予算の執行状況及び財産の管理状況については、現地に赴き、関係

職員から説明を求めるなどにより実施した。 

 

 

６ 監査の結果 

監査の着眼点別に列記する。
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⑴ 職員の配置状況 

令和７年４月１日における職員数、配置状況等を審査した。 

 

職員の配置状況を前年度と比較すると、むつ消防署（以下「むつ署」という。）

で３名の増、大湊消防署（以下「大湊署」という。）で１名の減となっている。 

むつ署の増員の内訳は併任・派遣職員や産前休暇を取得し欠員となった職員

の補填分であり、大湊署の減員については定年延長職員が任期満了になり退職

したことによるものである。 

いずれの部署においても、昨年度と同等の勤務体制をとることができており、

夏季休暇の取得も計画的に行われていたため、今後も適正な人員での業務遂行

を望む。 

 

⑵ 予算の執行状況 

予算の執行状況について、適正かつ効率的に行われているかを審査したとこ

ろ、いずれの部署も適正に処理されていた。 

 

⑶ 契約事務の執行状況 

契約事務の執行状況については、６件（資料２）の契約事務を抽出し、その

契約方法、手続及び契約内容の適否を審査した。 

審査の結果、いずれも適正に処理されていた。 

今後も法令、規則等に準拠し、適正に事務を執行されたい。 

 

⑷ 財産の管理状況 

①  切手 

切手については、いずれの部署においても適正に管理されていた。 

 

② 物品 

物品については、備品台帳及び被服等貸与台帳からの抽出により取得、管

（単位：人）

部　署　名 令和７年度 令和６年度 増　減

職 員 50 47 3

会計年度任用職員 1 1 0

合 計 51 48 3

職 員 27 28 △ 1

会計年度任用職員 0 0 0

合 計 27 28 △ 1

定期監査対象部署の職員の配置状況（各年度４月１日現在）

種　　　別

む つ 消 防 署

大 湊 消 防 署
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理及び処分の事務処理が適正に実施されているかなどを審査したところ、い

ずれの部署においても適正に管理されていた。 

 

③ 施設の維持管理 

施設の管理状況については、建物をはじめとする設備などの管理状況、法

令等に基づいた点検の実施状況について審査した。 

建物については、いずれの部署も良好に管理され、点検についても適正に

実施されていた。 

むつ署において解体を予定している訓練塔については、解体設計まで進ん

でいるものの、物価の高騰により工事費が増加する懸念があるため、早期の

事業予算の確保及び解体工事の着手が望まれる。 

また、同署において、男子仮眠室の空調設備や車庫内の排煙設備の老朽化

による故障などが見られ、これらについては、職員の勤務環境を維持する上

でも、早期の対応が求められる。 

 

⑸  その他の事項 

①  燃料の保管状況について 

いずれの部署も適正に保管されていた。 

 

②  薬品の保管状況について 

  いずれの部署も適正に保管されていた。 

  

③  現金の保管状況について 

むつ署で保有している資金前渡の現金については、緊急出動時の持ち出し

を円滑にするとの理由により施錠されていない場所で保管されていたが、下

北地域広域行政事務組合消防本部災害対応に係る資金前渡取扱要領中におい

て「消防本部は課長補佐級以上、各所属については当番長以上の職務にある

職員が、施錠可能な金庫等で管理しなければならない。」と示されているも

のでもあり、適切な管理、運用方法を検討されたい。 
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資料１ 

  

月　日 区　分

１０：００ ～ １１：３０  むつ消防署

１３：３０ ～ １５：００  大湊消防署

１０：００ ～ １０：３０  むつ消防署

１３：３０ ～ １５：００  大湊消防署

 むつ消防署

 大湊消防署

備　　　　考

１０月１５日
（水）

事前監査

１１月１８日
（火）

本監査

１２月１７日
（水）

講　　評 １０：３０ ～ １１：００
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資料２ 

 

部　署　名 契　約　の　名　称

川内・脇野沢消防分署庁舎建設事業ＤＢ業者選定支
援業務委託

むつ消防署訓練塔（主塔）解体工事設計業務

救急資器材購入

大型自動車運転免許取得委託業務

建物清掃業務委託

大湊化学車修繕

む つ 消 防 署

大 湊 消 防 署


